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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
複 数 の 通 信 装 置 で 形 成 さ れ る 無 線 ア ド ホ ッ ク ・ ネ ッ ト ワ ー ク に お い て 動 作 す る 通 信 装 置 で
あ っ て 、
他 の 通 信 端 末 と 相 互 に 通 信 す る た め の 通 信 手 段 と 、
ユ ー ザ ・ デ ー タ を 受 信 し た こ と に 応 答 し て 、 前 記 通 信 手 段 を 用 い て 該 ユ ー ザ ・ デ ー タ を 転
送 す る デ ー タ 送 信 制 御 手 段 と 、
を 具 備 し 、
前 記 デ ー タ 送 信 制 御 手 段 は 、 自 局 宛 の ユ ー ザ ・ デ ー タ を 受 信 し た と き に は 受 信 処 理 を 行 な
い 、 自 局 宛 以 外 の ユ ー ザ ・ デ ー タ を 受 信 し た と き に は 前 記 通 信 手 段 を 用 い て 隣 接 す る 通 信
装 置 へ 該 ユ ー ザ ・ デ ー タ を 転 送 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
最 大 転 送 回 数 を 規 定 し て ユ ー ザ ・ デ ー タ を 送 出 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
所 定 時 間 内 に 通 信 相 手 か ら ユ ー ザ ・ デ ー タ の 受 信 確 認 が 到 来 し な か っ た こ と に 応 答 し て 、
最 大 転 送 回 数 を 増 分 し て ユ ー ザ ・ デ ー タ を 再 送 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
通 信 相 手 か ら の ユ ー ザ ・ デ ー タ の 受 信 確 認 か ら 配 送 経 路 情 報 を 取 得 し て 、 同 じ 通 信 相 手 に
対 し て 該 配 送 経 路 情 報 を 付 加 し て 次 の ユ ー ザ ・ デ ー タ を 送 信 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
取 得 し た 配 送 経 路 情 報 を 所 定 期 間 経 過 後 に 破 棄 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
配 送 経 路 情 報 を 含 ん だ ユ ー ザ ・ デ ー タ を 受 信 し た こ と に 応 答 し て 、 配 送 経 路 情 報 を 含 ん だ



受 信 確 認 を 返 信 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
所 定 時 間 毎 に 配 送 経 路 情 報 の 有 効 性 を 確 認 す る た め の 確 認 用 デ ー タ グ ラ ム を 送 信 し 、 該 デ
ー タ グ ラ ム に 対 す る 応 答 が 所 定 時 間 内 に 返 っ て こ な い こ と に 応 答 し て 該 配 送 経 路 情 報 を 破
棄 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
複 数 の 通 信 装 置 で 形 成 さ れ る 無 線 ア ド ホ ッ ク ・ ネ ッ ト ワ ー ク に お い て 動 作 す る 通 信 方 法 で
あ っ て 、
他 の 通 信 端 末 と 相 互 に 通 信 す る た め の 通 信 ス テ ッ プ と 、
ユ ー ザ ・ デ ー タ を 受 信 し た こ と に 応 答 し て 、 前 記 通 信 ス テ ッ プ に お い て 該 ユ ー ザ ・ デ ー タ
を 転 送 す る デ ー タ 送 信 制 御 ス テ ッ プ と 、
を 具 備 し 、
前 記 デ ー タ 送 信 制 御 ス テ ッ プ で は 、 自 局 宛 の ユ ー ザ ・ デ ー タ を 受 信 し た と き に は 受 信 処 理
を 行 な い 、 自 局 宛 以 外 の ユ ー ザ ・ デ ー タ を 受 信 し た と き に は 前 記 通 信 手 段 を 用 い て 隣 接 す
る 通 信 装 置 へ 該 ユ ー ザ ・ デ ー タ を 転 送 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 通 信 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
最 大 転 送 回 数 を 規 定 し て ユ ー ザ ・ デ ー タ を 送 出 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 通 信 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
所 定 時 間 内 に 通 信 相 手 か ら ユ ー ザ ・ デ ー タ の 受 信 確 認 が 到 来 し な か っ た こ と に 応 答 し て 、
最 大 転 送 回 数 を 増 分 し て ユ ー ザ ・ デ ー タ を 再 送 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
通 信 相 手 か ら の ユ ー ザ ・ デ ー タ の 受 信 確 認 か ら 配 送 経 路 情 報 を 取 得 し て 、 同 じ 通 信 相 手 に
対 し て 該 配 送 経 路 情 報 を 付 加 し て 次 の ユ ー ザ ・ デ ー タ を 送 信 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
取 得 し た 配 送 経 路 情 報 を 所 定 期 間 経 過 後 に 破 棄 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
配 送 経 路 情 報 を 含 ん だ ユ ー ザ ・ デ ー タ を 受 信 し た こ と に 応 答 し て 、 配 送 経 路 情 報 を 含 ん だ
受 信 確 認 を 返 信 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
所 定 時 間 毎 に 配 送 経 路 情 報 の 有 効 性 を 確 認 す る た め の 確 認 用 デ ー タ グ ラ ム を 送 信 し 、 該 デ
ー タ グ ラ ム に 対 す る 応 答 が 所 定 時 間 内 に 帰 っ て こ な い こ と に 応 答 し て 該 配 送 経 路 情 報 を 破
棄 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
複 数 の 基 地 局 セ ル を 面 展 開 し て 構 成 さ れ る 通 信 環 境 下 で 基 地 局 と し て 動 作 す る た め の 通 信
制 御 を コ ン ピ ュ ー タ ・ シ ス テ ム 上 で 実 行 す る よ う に コ ン ピ ュ ー タ 可 読 形 式 で 記 述 さ れ た コ
ン ピ ュ ー タ ・ プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、
自 セ ル 内 に 存 在 す る 移 動 局 と セ ル 内 通 信 リ ン ク に よ り デ ー タ 通 信 を 行 な う セ ル 内 通 信 ス テ
ッ プ と 、
隣 接 す る 基 地 局 と 基 地 局 間 通 信 リ ン ク に よ り デ ー タ 通 信 を 行 な う 基 地 局 間 通 信 ス テ ッ プ と
、
ユ ー ザ ・ デ ー タ を 受 信 し た こ と に 応 答 し て 、 前 記 セ ル 内 通 信 リ ン ク 又 は 前 記 基 地 局 間 通 信
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リ ン ク を 用 い た 該 ユ ー ザ ・ デ ー タ の 転 送 を 制 御 す る デ ー タ 送 信 制 御 ス テ ッ プ と 、
を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る コ ン ピ ュ ー タ ・ プ ロ グ ラ ム 。
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